
（平成２６年７月１６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認四国地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件



四国（香川）厚生年金 事案 1221 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被

保険者資格取得日に係る記録を昭和 38年３月 16日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年３月 16日から同年４月１日まで 

昭和 37年４月にＡ社に入社し、平成 14年６月まで継続して勤務したもの

の、申立期間の厚生年金保険の加入記録が欠落している。申立期間当時に所

属していた同社Ｃ事業所が、同社Ｂ事業所に組織変更された際の事務処理誤

りであるため、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在職証明書、同社人事労務部の回答、雇用保険の被保険

者記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間及びその前

後の期間において同社に継続して勤務し、申立期間においては同社Ｂ事業所に

勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社人事労務部から提出された資料から、昭和 38年３月 16日に同社

Ｂ事業所が新設され、それに伴い社員の所属部署が変更になったことが確認で

きるところ、当該資料により、申立人と同様に、申立期間において同社Ｂ事業

所に勤務していたことが確認できる二人の同僚は、「申立人は、申立期間にお

いても勤務地や勤務形態に変更は無く、厚生年金保険料の控除も継続されてい

た。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間において、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ事業所は、昭和 38 年４月１日に厚



生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時、同保険の適用事業所と

なっていない。 

しかしながら、申立期間当時、Ａ社は法人の事業所であり、同社から提出さ

れた同社Ｂ事業所在籍者一覧により、昭和 38 年３月 16 日時点において 153

人の在籍が確認できることから、同社Ｂ事業所は、当時の厚生年金保険法に定

める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に係る厚

生年金保険被保険者原票の昭和 38年４月の記録から、１万 4,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、Ａ社Ｂ事業所に係る適用の届出が遅れたために、申立人の厚生

年金保険の被保険者資格取得日についても昭和 38 年４月１日となったと思わ

れる旨回答しており、申立期間において、同社Ｂ事業所は適用事業所の要件を

満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかった

と認められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。



四国（香川）厚生年金 事案 1224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 135万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 15年８月 23日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、平成 15 年８月に支給された賞与から厚

生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無いこ

とから、確認の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された「2003 年夏季賞与明細書」によると、申立人がＡ社

から 135万 4,000円の賞与の支払を受け、当該賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが確認できることから、申立人の

申立期間に係る標準賞与額については、135 万 4,000 円とすることが妥当であ

る。 

また、賞与の支払日については、申立人の供述から判断すると、平成 15 年

８月 23日とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている上、当時の事業主は社会保険に係る関連資料は保管していないと

回答しており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情も無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



四国（高知）厚生年金 事案 1219 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間（船員保険被保険者記録の有る期間を除く。）について、

船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から 45年９月まで 

          ② 昭和 45年 10月から 46年３月まで 

昭和 43年３月から 45年９月までの期間は、Ａ社の所有するＢでＣ職又は

Ｄ職として、また、Ｂを下船後、46 年３月までＥ事業所でＦに、それぞれ

継続して乗船勤務していたにもかかわらず、一部が別の事業所での船員保険

加入記録とされているため、年金記録を訂正してほしい。 

 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、「長女が生まれる頃の昭和 43 年３月から

45 年９月までの期間は、Ａ社の所有するＢに継続して乗船勤務していた。」

と供述しているところ、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿により、申立期間①

及び申立人の同社での船員保険被保険者記録が確認できる期間において、同社

で船員保険被保険者資格を取得していることが確認でき、かつ、連絡先が判明

した 13 人に照会し、７人から回答が得られたが、６人は申立人を記憶してお

らず、申立人を記憶している１人は、申立人の勤務期間は不明としている。 

また、Ａ社は、「当社は、平成 11 年頃に事業を再開しているが、申立期間

①当時の資料は、昭和 52年頃の解散時に廃棄したようであり残っていない。」

と回答している上、同社に係る閉鎖登記簿謄本により、申立期間①当時、同社

の役員であったことが確認でき、かつ、連絡先が判明した二人は、申立期間当

時の資料を保管していないことから、申立期間①のうち、44 年９月５日から

45年５月 26日までの申立人の同社における勤務実態を確認することができな

い。 

さらに、申立期間①において、申立人の船員保険被保険者記録が確認できる



Ａ社、Ｇ社、Ｈ事業所及びＩ社に係る船員保険被保険者名簿に不自然な点は見

受けられない。 

加えて、オンライン記録上、申立期間①において、申立人がＡ社で船員保険

被保険者資格を喪失した昭和 44 年９月５日から同社での同被保険者資格を再

取得した 45年５月 26日までの期間において、同社の船員保険被保険者名簿に

申立人の氏名は無く、船員保険被保険者番号に欠番も無いことから、申立人の

記録が脱落したとは考え難い。 

申立期間②について、申立人は、「Ｅ事業所でＦに乗船勤務していた。また、

事務所はＪ県にあったが、本社はＫ県にあったと思う。」と供述しているとこ

ろ、オンライン記録及び船舶所有者名簿によると、申立期間②当時、Ｊ県及び

Ｋ県において、Ｅの名称を含む船員保険及び厚生年金保険の適用事業所は確認

できない。 

また、オンライン記録により、有限会社Ｅという名称の事業所が、Ｋ県にお

いて、昭和 48 年 10 月２日に厚生年金保険の、また、57 年７月１日に船員保

険の適用を受けていることが確認できるものの、同社は、「当社は、Ｆの営業

を行っていたことはなく、Ｊ県に営業所は無い。」と回答している。 

さらに、申立期間②において、申立人の船員保険被保険者記録が確認できる

Ａ社に係る船員保険被保険者名簿に不自然な点は見受けられない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②のうち、船員保険被保険者記録が確認

できる期間を除く期間について、申立人が主張する申立事業所に係る勤務実態

及び船員保険料等の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、申立期間（船員保険被保険者記録の有る期間

を除く。）に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。



四国（香川）厚生年金 事案 1220（香川厚生年金事案 661の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 54年 12月 29日から 55年６月２日まで 

               ② 昭和 55年 10月 21日から 56年４月１日まで 

申立期間①について、前回の申立てでは、Ａ社で勤務していたと申し立て

ていたところ、Ｂ社で勤務していたことを思い出した。また、申立期間②に

ついても同社で勤務していたことを思い出したので、調査の上、記録を訂正

してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①に係る申立てについて、申立人は、Ａ社に正社員として勤務して

いたと申し立てていたところ、ⅰ）同社の事業主の供述及び同社から提出され

た関係書類により、申立人は、昭和 54年５月 21日に試採用にて入社し、同年

６月６日に退社したことが確認できるものの、申立期間①における勤務実態が

確認できないこと、ⅱ）申立期間①当時、同社において厚生年金保険の被保険

者記録が確認できる同僚の供述からは、申立人の申立期間①における勤務実態

が確認できないこと、ⅲ）申立人の同社における申立期間①当時の雇用保険の

被保険者記録は確認できない上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原

票において、健康保険整理番号に欠番は無く、同原票の記録に不自然な点も見

られないことなどから、既に年金記録確認Ｃ地方第三者委員会（当時）の決定

に基づき、平成 23年１月 20日付けで年金記録の訂正は必要とまでは言えない

とする通知が行われている。 

 今回、申立人は、申立期間①及び②について、Ｂ社で勤務していたと申し立

てているところ、申立期間①及び②当時、同社の役員であった者（以下「元役

員」という。）は、「申立人が、現在の姓で勤務していたことは覚えている。

申立人が勤務した時期は覚えていないが、同社の事務所は、平成元年１月 15

日に移転しており、申立人は移転前の事務所で勤務していたと記憶している。」

  



と供述していることから、期間の特定はできないものの、申立人が現在の姓と

なった以降、同社の事務所が移転するまでの間において、同社で勤務していた

ことがうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申

立期間①又は②に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者であって、所在

の確認ができた 15 人に照会したところ、回答が得られた７人全員が申立人の

ことを知らないと回答している。 

また、ⅰ）元役員が、「当時は、従業員の出入りが激しく、今日入社した者

が明日には辞めてしまうということもあったので、３か月の試用期間を設けて

おり、試用期間後に厚生年金保険に強制的に加入させていた。」と供述してい

ること、ⅱ）前述の回答が得られた７人の厚生年金保険及び雇用保険の被保険

者資格取得日を確認したところ、雇用保険の被保険者記録が確認できない１人

を除いて、厚生年金保険の被保険者資格取得日が、雇用保険の同取得日の１か

月から６か月半後になっていることが確認できること、ⅲ）前述の７人の同僚

のうち２人は、「私は、入社から２か月ほど経過した後に厚生年金保険に加入

した。」旨供述していることから、申立期間①及び②において、Ｂ社では、入

社後すぐには厚生年金保険に加入させない取扱いがあったことがうかがえる上、

元役員は、「申立人が勤務した期間は短かったと思う。そのため、厚生年金保

険に加入していなかったのではないかと思われる。」と供述している。 

さらに、Ｂ社は、「平成 23 年９月に経営者が替わり、事務担当者も替わっ

ている上、申立期間①及び②当時の資料は既に廃棄されているため、申立期間

①及び②における申立人の勤務実態や厚生年金保険の取扱いについては不明で

ある。」旨回答している。 

加えて、申立期間①及び②において、申立人のＢ社での雇用保険の被保険者

記録は確認できず、申立期間②における同保険の被保険者記録については、別

の事業所において昭和 55年 11月８日に資格取得し、62年８月 31日に離職し

ている記録が確認できることから、申立期間②の大部分は、別の事業所で勤務

していたものと考えられる。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立期間①

及び②を含む昭和 52 年 10月から 58年５月までの間に厚生年金保険の被保険

者資格を取得した者の記録を確認したところ、申立人の氏名は確認できない上、

同原票の健康保険整理番号に欠番は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



四国（愛媛）厚生年金 事案 1222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は､申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡）

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正３年生 

住    所 ：  

 
    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 17年６月１日から同年９月１日まで 

           ② 昭和 17年９月１日から 19年８月１日まで    

申立期間①については、Ａ県にあったＢ工業製作所で勤務しており、当

時、健康保険被保険者証及び労働手帳を持っていた。申立期間②について

は、Ｃ町(現在は、Ｄ市)にあったＥ鉄工所で勤務していた。両事業所共に

労働者年金保険の被保険者記録が無いので、調査の上、記録を訂正してほ

しい。 

（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

            

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、労働者年金保険の適用事業所であるＢ工業製作所

は確認できないところ、Ａ県内において事業所名称に「Ｂ」という名が付く

適用事業所は複数確認できるものの、これらの事業所に係る労働者年金保険

被保険者名簿において申立人の氏名は確認できない上、申立事業所を申立人

と一緒に退職したとする実兄及び同僚の氏名も確認できない。 

  また、申立人及びその実兄は、既に亡くなっている上、同僚は特定でき

ないため、申立人が勤務したとする事業所や当該事業所における申立人の

勤務実態及び保険料控除に関する供述を得ることができない。 

 このほか、申立人の申立期間①における労働者年金保険料の控除を確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、Ｃ町内において健康保険の適用事業所であるＥ鉄

工所は確認できるものの、同事業所は労働者年金保険の適用事業所とはなっ

ていない上、ほかに「Ｅ」という名が付く労働者年金保険の適用事業所であ

る鉄工所は見当たらない。 

  また、申立人及び同僚だったとされる実兄は、既に亡くなっている上、

事業所関係者も特定できないため、申立人が勤務したとする事業所や当該

事業所における申立人の勤務実態及び保険料控除に関する供述を得ること



ができない。 

このほか、申立人の申立期間②における労働者年金保険料の控除を確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 ３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が労働者年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る労働者

年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはで

きない。



四国（徳島）厚生年金 事案 1223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

          

    

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 62年９月から平成６年 11月１日まで 

申立期間について、Ａ社のＢ部門において正社員として勤務していたにも

かかわらず、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いので、調査

の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元役員及び複数の同僚の供述から、期間の特定はできないもの

の、申立人が申立期間において同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、平成 14年１月４日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、登記簿謄本によれば破産廃止している上、申立期間の一部及

び破産廃止時の元代表取締役は、「当時の資料は保管していないため、不明で

ある。」旨回答しており、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係るオンライン記録において、申立人と同じく平成６年に同社

において厚生年金保険被保険者資格を取得した同僚、申立期間当時の元取締役

が事務担当者として名前を挙げた同僚及び申立人が記憶する同僚のうち連絡先

が判明した 16人に照会を行い、７人から回答を得られたが、当該同僚のうち

６人は、「同社では、従業員の希望により厚生年金保険に加入することができ

た。」旨供述している上、上記の元取締役は、「厚生年金保険の加入について

は、詳細には記憶していないが、本人の希望を聞いていたと思う。」旨供述し

ており、同社では、申立期間当時、必ずしも全ての従業員を入社後すぐには厚

生年金保険に加入させていたとは限らない状況がうかがえる。 



さらに、申立人のＡ社における雇用保険の被保険者記録は、平成６年 11月

１日資格取得、14年１月４日離職となっており、当該資格取得日は、オンラ

イン記録における厚生年金保険被保険者記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 




